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 事 業 報 告  

自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日 

 
１．企業集団の現況に関する事項 

(1) 事業の経過および成果 

 当連結会計年度のわが国経済は、海外経済の改善などにより徐々に回復の

兆しが見え始めたものの、企業の設備過剰感は依然高水準にあり、また雇用

環境の悪化やデフレの継続など、景気の下振れ懸念が残る状況が続きました。 

 機械業界では、国内の上下水道分野においては公共工事の先行きに不透明

感が残りました。また、産業機械分野においては、一部産業の生産水準の回

復により機械受注は下げ止まりつつあったものの、設備投資は未だ低調な状

態が続き、景気回復を牽引するまでには至りませんでした。 

 このような状況の下で当社グループは、世界的に関心の高まる環境やエネ

ルギーをキーワードに事業活動を展開してまいりました。国内の上下水道設

備を主要マーケットとする水環境事業では、浄水場や下水処理場における

PFI（*1）およびDBO（*2）事業の獲得や、複数年の包括的な維持管理業務等、

当社グループが注力するライフサイクルビジネスの受注拡大を果たしました。

また、国内外の民需を主要マーケットとする産業事業では、化学、鉄鋼、食

品分野向けプラントおよび単体機器の営業活動を展開してまいりました。 

 一方、業績面においては、厳しい事業環境が続き売上高は減収となったも

のの、資機材の集積調達ならびに海外調達を中心とした原価低減への取り組

みを推進したことに加え、エンジニアリング業務の効率化等、構造改革を推

進することで固定費の削減を加速するなど、利益確保のための施策をグルー

プを挙げて展開してまいりました。その結果、当連結会計年度における当社

グループの業績は次のとおりとなりました。 

 受注高は683億40百万円（前期比2.8％増）となり、売上高は676億74百万

円（前期比13.0％減）となりました。また損益面におきましては、営業利益

は19億45百万円（前期比31.7％減）、経常利益は20億18百万円（前期比

(           )
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37.1％減）、当期純利益は７億53百万円（前期比57.1％増）となりました。 

 

*1：PFI（Private Finance Initiative） 

施設整備を伴う公共サービスにおいて、民間の有する資金、技術、効率

的な運用ノウハウなどを活用する仕組み 

*2：DBO（Design Build Operate） 

事業会社に施設の設計（Design)、建設（Build)、運営（Operate）を一

括して委ね、施設の保有と資金の調達は行政が行う方式 

 

 当連結会計年度における事業部門別の業績は次のとおりです。 

 

（水環境事業） 

 水環境事業では、公共投資の縮小により機械設備全体の需要は依然低迷し

ておりますが、浄水場や下水処理場における設備の更新工事やそれら設備の

維持管理および補修工事の需要は堅調に推移しております。また設備の建設

と長期の維持管理業務を一体化したPFI、DBO事業等の発注は徐々に増加して

おります。 

 このような状況の下で当社グループは、汚泥燃料化システムや省エネ型の

新型脱水機等、環境・エネルギー技術を核に浄水場や下水処理場における各

種汚泥処理設備の更新工事や、当社グループが持つ設計、調達、製造、維持

管理といったバリューチェーンを活かしたPFI、DBO事業、包括・複数年維持

管理業務などのライフサイクルビジネスの拡大に注力してまいりました。 

 その結果、当連結会計年度における水環境事業の受注高は467億１百万円、

売上高は434億18百万円、営業利益は27億90百万円となりました。 



 

－  － 
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○受注の主なもの 

広島市西部水資源再生センター向け汚泥燃料化事業 

名古屋市空見スラッジリサイクルセンター向け汚泥焼却設備工事 

仙北市向け木質バイオマス施設建設工事 

岐阜市雄総水源地向け紫外線処理施設建設工事 

 

○売上の主なもの 

北九州市本城浄水場向け排水処理設備改築工事 

奈良県浄化センター向け１号焼却炉更新（機械設備）工事 

千葉市南部浄化センター向け包括的維持管理業務 

大阪府村野浄水場向け排水処理・熱電併給施設維持運用業務 

 

（産業事業） 

 産業事業では、国内においては一部産業で生産水準の回復が見られたもの

の、企業の設備投資は低調な状況が続きました。一方、海外においては、中

国を中心とした新興国の設備投資需要が徐々に回復してまいりました。 

 このような状況の下で当社グループは、各種産業でのCO2排出削減に寄与

する環境・エネルギー技術を核に、国内においては鉄鋼分野や化学分野向け

に乾燥機、ガスホルダ等の営業活動を展開してまいりました。一方、海外に

おいては中国を中心としたアジア地域および欧米地域に対し、各種分野向け

乾燥機、焼却設備等の営業活動を展開してまいりました。 

 その結果、当連結会計年度における産業事業の受注高は216億38百万円、

売上高は242億55百万円、営業利益は△８億44百万円となりました。 



 

－  － 
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○受注の主なもの 

国内向けガスホルダ 

中国向け汚泥乾燥機 

韓国向け石炭調湿設備 

中国向けPDCB製造設備 

 

○売上の主なもの 

国内向けガスホルダ改修工事 

国内向け廃棄物焼却設備 

ブラジル向けテレフタル酸用乾燥機 

韓国向けガスホルダ改修工事 

 

(2) 設備投資等の状況 

 当連結会計年度中において実施いたしました設備投資の総額は２億26百万

円であり、その主なものは次のとおりです。 

 

（当社） 

市川工場機械設備更新 40百万円 

業務基幹システム（ERP等）改修 23百万円 

 

(3) 資金調達の状況 

 当連結会計年度においては、特記すべき事項はありません。 

 なお、当社グループの資金調達は主に子会社における借入金であります。

詳細につきましては後掲(10)に記載の「主要な借入先」をご参照ください。 

 



 

－  － 
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(4) 財産および損益の状況の推移 

（単位：百万円）
 

区 分 平成18年度
第145期 

平成19年度
第146期 

平成20年度
第147期 

平成21年度 
(当連結会計年度) 

第148期 

前期比 
増減率 

受 注 高 86,563 83,119 66,490 68,340 2.8％増

売 上 高 79,073 77,704 77,753 67,674 13.0％減

営 業 利 益 3,072 3,254 2,849 1,945 31.7％減

経 常 利 益 3,040 3,571 3,209 2,018 37.1％減

当 期 純 利 益 1,008 827 479 753 57.1％増

１株当たり当期純利益(円) 22.16 18.18 10.55 16.86 59.8％増

総 資 産 117,501 102,925 92,916 89,809 3.3％減

純 資 産 52,522 46,721 43,765 44,603 1.9％増

１株当たり純資産額(円) 1,148.28 1,018.97 952.28 1,003.29 5.4％増

（注）１．１株当たり当期純利益は、期中平均の発行済株式総数から、期中平均の自己株式数を控除

した株式数により算出しております。 

２．１株当たり純資産額は、期末現在の発行済株式総数から、期末現在の自己株式数を控除し

た株式数により算出しております。 

 



 

－  － 
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(5) 対処すべき課題 

 当社グループは、事業領域を国内の上下水道設備を主要マーケットとする

水環境事業と国内外の化学、鉄鋼、食品等の産業用設備を主要マーケットと

する産業事業の２つを事業として捉えております。当社グループは水環境事

業と産業事業が高い水準において事業構成比率が均衡するような状態を目指

して構造改革を進めてまいりました。しかしながら、世界金融危機に端を発

した国内外の景気後退により、特に産業事業においては厳しい事業環境下で

の経営を余儀なくされております。 

 このような状況下において当社グループは、世界的な流れである地球温暖

化防止のために環境・エネルギー技術の研鑚を継続し、設備投資意欲が旺盛

な新興国を中心とした海外事業の拡大を進めてまいります。また、海外での

価格競争力を高めるためのコストダウンや差別化を図るための研究開発を推

進してまいります。 

 

① 基本施策 

（水環境事業） 

 水環境事業を取り巻く環境は、市場の成熟化、公共投資の縮減等により規

模の縮小と価格競争が激しさを増すなど、今後も厳しい状況が続くものと想

定されます。 

 このような認識の下で当社グループは、厳しい競争環境下で生き残りを図

るため、地球温暖化防止に寄与する環境・エネルギー技術の更なる研鑚に努

めてまいります。特に当社グループが得意とする汚泥処理分野における省エ

ネルギー、創エネルギーを実現するための事業活動に経営資源を集中し、差

別化された技術とそれらを活用したPFI、DBO事業、長期・包括的維持管理業

務等のライフサイクルビジネスを展開することで、安定収益事業への転換を

進めてまいります。 



 

－  － 
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（産業事業） 

 産業事業を取り巻く環境は、国内での企業の設備投資は低調に推移すると

思われますが、中国を中心とした新興国では旺盛な設備投資意欲が認められ

るなど、拡大が期待できるものと想定されます。 

 このような認識の下で当社グループは、地球温暖化対策が急務である各種

産業分野において、多数の納入実績を誇る大型乾燥機や廃液燃焼プラント等

の主力製品を環境・エネルギー技術として再構築し、国内外の幅広い業種へ

展開することで市場の拡大を図ってまいります。 

 

② 海外事業の拡大 

 当社グループの主力製品は、各種産業分野における生産設備や環境対策設

備として多様な分野で採用されております。日本国内における排水・排ガス

等の各種環境規制は世界的に見ても厳しいレベルに設定され、当社グループ

はその対応に向けた技術開発を続け、実績を積み上げてまいりました。昨今

の地球温暖化防止等環境保全に関連する規制強化を当社グループの受注機会

の拡大と捉え、数多くの実績を誇る環境対策技術や高効率な生産設備を海外

市場へ展開していくことで、海外事業の拡大に注力してまいります。 

 

③ コストダウン 

 コストダウンは、当社グループにとって価格競争力を高め、かつ収益を確

保する上で必要不可欠な施策であり、継続的に取り組むべき重要な課題であ

ると認識しております。特にグループ全体の最適化の観点から経営資源のム

ダとムラを無くし、モノづくりの効率を高めるためのコスト構造改革を加速

し、売上に占める総原価率と販管費比率の低減に取り組んでまいります。ま

た、海外事業の拡大を目指すにあたり、海外における設計・調達・製造を視

野に入れたコストダウンも展開してまいります。 

 



 

－  － 
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④ 研究開発 

 当社グループが技術をベースに持続的に発展していくためには研究開発は

要であり、差別化技術の開発と新製品の拡充に向け一層努力してまいります。 

 水環境事業におきましては、主力市場である汚泥処理分野において、基礎

研究の充実を図ると共に、省エネルギー型の新型焼却設備についての商品化

開発を加速し、一号機の受注へ注力してまいります。産業事業におきまして

は、低品位炭の高効率乾燥技術の開発や排熱を利用した発電システム等サー

マル技術を中心に、環境とエネルギー分野におけるコア技術の差別化による

市場競争力の強化を図ってまいります。 

 

(6) 重要な親会社および子会社の状況 

① 親会社の状況 

該当事項はありません。 

② 重要な子会社の状況 

会社名 資本金 議決権比率 主要な事業内容 

月島テクノメンテサービス
株式会社 

180百万円 100.0％

上下水道処理設備の運転・保守
管理および補修工事、工業薬品
の販売、環境設備に関連する機
器・備品の販売 

月島テクノマシナリー 
株式会社 98百万円 100.0％ 各種機械・装置の設計、製造、

点検、修理、改造、販売 

サンエコサーマル株式会社 91百万円 ※100.0％ 産業廃棄物、一般廃棄物の中間
処理（焼却） 

月島環境エンジニアリング
株式会社 

455百万円 100.0％
環境改善および各種化学工業
用・一般産業用装置、機器の設
計、製造、修理、販売 

寒川ウォーターサービス 
株式会社 

50百万円 ※55.0％

寒川浄水場排水処理施設におけ
る、排水処理施設および濃縮施
設の維持・管理、浄水発生土に
関する再生利用 

（注）※印の議決権比率は、子会社が有する議決権を含めて計算しております。 



 

－  － 
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③ 重要な契約の状況（当連結会計年度中） 

該当事項はありません。 

 

(7) 主要な事業内容（平成22年３月31日現在） 

 当社グループは、当社と子会社11社、関連会社３社で構成され、国内の上

下水道設備を主要マーケットとする水環境事業および国内外の化学、鉄鋼、

食品等の産業用設備を主要マーケットとする産業事業の２事業を主として

行っており、その主要な事業内容は以下のとおりであります。 

事業区分 主 要 な 事 業 内 容 

水環境事業 

１）浄水場・下水処理場の脱水設備、乾燥設備、焼却設備等の汚泥処
理プラントの設計・建設 

２）上記プラントに使用される各種単体機器の設計・製造・販売 
３）浄水場・下水処理場におけるPFI、DBO事業 
４）浄水場・下水処理場設備の運転・維持管理・補修およびこれらに

付随する業務 

産業事業 

１）化学、鉄鋼、食品等プラントの設計・建設 
２）上記プラントに使用されるろ過機、分離機、乾燥機、ガスホルダ

等各種単体機器の設計・製造・販売 
３）廃液・廃水・固形廃棄物処理等プラントの設計・建設 
４）バイオマスエタノール製造プラントの設計・建設 
５）真空技術応用装置および関連部品の設計・製造 
６）一般・産業廃棄物処理事業 

 

 



 

－  － 
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(8) 主要な事業所および工場（平成22年３月31日現在） 

会 社 名 拠 点 所 在 地 

本社 東京都中央区佃二丁目17番15号 

支社 東京都中央区、大阪市中央区 

支店・営業所 
札幌市、仙台市、横浜市、名古屋市、 
広島市、福岡市、和歌山市、沖縄県浦添
市 

工場・研究所・
環境プロセス開
発センター 

千葉県市川市 

月島機械株式会社 

駐在員事務所 ハノイ（ベトナム）、ジャカルタ（イン
ドネシア）、ムンバイ（インド） 

本社 東京都中央区 

支社・事業部 大阪市、福岡市 
月島テクノメンテサービス株式会社 

支店・営業所 
札幌市、仙台市、郡山市、さいたま市、
千葉市、横浜市、浜松市、名古屋市、 
京都市、広島市 

月島テクノマシナリー株式会社 本社 千葉県市川市 

サンエコサーマル株式会社 本社 栃木県鹿沼市 

月島環境エンジニアリング株式会社 本社 東京都中央区 

寒川ウォーターサービス株式会社 本社 神奈川県高座郡寒川町 

 



 

－  － 
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(9) 使用人の状況（平成22年３月31日現在） 

① 企業集団の状況 

使 用 人 数 前 期 末 比 増 減 数 

2,205名 190名増 

（注）使用人数は、就業人員であります。 

 

② 当社の状況 

使 用 人 数 前 期 末 比 増 減 数 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 

614名 10名増 43.8歳 13.9年 

（注）使用人数は、就業人員であります。 

 

(10) 主要な借入先（平成22年３月31日現在） 

借入先 借入額 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 3,103百万円

株式会社横浜銀行 1,223百万円

株式会社山口銀行 815百万円

独立行政法人環境再生保全機構 272百万円

（注）１．当連結会計年度末日の借入金残高を記載しております。 

２．当社グループの資金調達は、主にＰＦＩ事業のために設立した寒川ウォーターサービス株

式会社の借入金であります。 

 

(11) その他企業集団に関する重要な事項 

 該当事項はありません。 

 



 

－  － 
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２．会社の株式に関する事項（平成22年３月31日現在） 

(1) 発行可能株式総数 180,000,000株 

(2) 発行済株式の総数 45,625,800株 

(3) 株主数 5,349名 

(4) 大株主の状況（上位10名） 

株主名 持株数 持株比率 

 千株 ％

富士電機ホールディングス株式会社 5,597 12.58

大同生命保険株式会社 2,541 5.71

太陽生命保険株式会社 1,885 4.24

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 1,844 4.14

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1,732 3.89

味の素株式会社 1,319 2.96

株式会社日本製鋼所 1,300 2.92

東洋電機製造株式会社 880 1.97

応用地質株式会社 872 1.96

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 862 1.93

（注）持株比率は、自己株式1,091,611株および連結子会社月島テクノメンテサービス株式会社が保

有する当社株式76,788株を控除して計算しております。 

 

(5) その他株式に関する重要な事項 

 当社は、平成21年５月27日開催の取締役会において、会社法第165条第３

項の規定により読み替えて適用される同法第156条第１項の規定に基づき、

市場取引により、1,000千株（発行済株式数の総数に対する割合2.1％）の自

己株式を総額512百万円で取得いたしました。 



 

－  － 
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３．会社の新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

 

４．会社役員に関する事項 

(1) 取締役および監査役の氏名等（平成22年３月31日現在） 

会社における地位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況 

代表取締役社長 
(社長執行役員) 山 田 和 彦  

代 表 取 締 役 
(専務執行役員) 

大 石 直 行 水環境事業本部長 

取  締  役 
(常務執行役員) 

本 橋 時 男 
産業事業本部長 
産業事業本部事業統括室、バイオ事業部、真空
事業部担当 

取 締 役 
(常務執行役員) 

西 田 克 範 
研究開発本部長、エンジニアリング本部長 
研究開発本部研究開発部、エンジニアリング本
部エンジニアリング統括室、機器設計部担当 

取 締 役 
(執 行 役 員) 

佐 野  広 水環境事業本部副本部長 
水環境事業本部ソリューション技術部担当 

取 締 役 
(執 行 役 員) 牧  虎 彦 管理本部長 

管理本部関連会社統括、財務部、法務部担当 

取 締 役 
(執 行 役 員) 

中 島 和 男 

技術管理本部長、エンジニアリング本部副本部
長 
エンジニアリング本部建設部、技術管理本部コ
ストエンジニアリング部、品質保証部担当 

取 締 役 
(執 行 役 員) 吉 川  孝 管理本部副本部長、産業事業本部副本部長 

管理本部総務人事部、情報システム部担当 

取 締 役 沢   彦 
富士電機ホールディングス株式会社相談役 
パナソニック電工株式会社社外取締役 
室蘭工業大学客員教授 

取 締 役 米 澤 敏 夫 新日鐵住金ステンレス株式会社相談役 
日新製鋼株式会社社外監査役 

常 勤 監 査 役 秦 野 明 彦  

常 勤 監 査 役 髙 石 健 雄  

監 査 役 赤 松 俊 武 弁護士 
東部瓦斯株式会社社外監査役 

監 査 役 武 信 征四郎  



 

－  － 
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（注）１．取締役沢 彦、米澤敏夫の両氏は社外取締役であります。 

２．監査役髙石健雄、赤松俊武、武信征四郎の３氏は社外監査役であります。 

３．監査役髙石健雄氏は富士電機株式会社の経理部長、富士電機株式会社電機システムカンパ

ニー事業統括部長を歴任するなど、財務および会計に関する相当程度の知見を有するもの

であります。 

４．当社は、社外取締役米澤敏夫、社外監査役武信征四郎の両氏を、東京および大阪各取引所

の定めに基づく独立役員として指定し、各取引所に届け出ております。 

 

(2) 当事業年度中の取締役および監査役の異動 

① 就任 

・平成21年４月１日付で取締役兼執行役員西田克範氏は取締役兼常務

執行役員に昇任いたしました。 

・平成21年６月26日開催の第147回定時株主総会において、中島和男、

吉川 孝、米澤敏夫の３氏が取締役に、赤松俊武氏が監査役に選任

され、それぞれ就任いたしました。 

② 退任 

・平成21年６月26日開催の第147回定時株主総会の終結の時をもって

取締役長峰俊晴、石山勝己の両氏は任期満了により退任いたしまし

た。 

 

(3) 当事業年度後の取締役の地位・担当・異動 

 平成22年４月１日付で取締役兼常務執行役員本橋時男氏は取締役に就任い

たしました。また、同日付の組織変更により取締役兼常務執行役員西田克範

氏は企画・開発本部長に、取締役兼執行役員吉川孝氏は産業事業本部長にそ

れぞれ就任いたしました。 

 



 

－  － 
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(4) 執行役員（平成22年３月31日現在） 

 当社は、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者を除く各執行役

員は次のとおりであります。 

会社における地位 氏 名 担      当 

常務執行役員 服 部 博 光 エンジニアリング本部調達部担当、建設部副担
当 

常務執行役員 梅 澤 道 彦 水環境事業本部事業推進室、大阪支社担当 

執 行 役 員 三 輪 浩 司 産業事業本部バイオ事業部技術担当 
研究開発本部研究開発部副担当 

執 行 役 員 長 島  正 CSR統括室担当 

執 行 役 員 柴 田  彰 水環境事業本部東京支社担当 

執 行 役 員 下 田 啓 二 産業事業本部プラント計画部担当 

執 行 役 員 渡 辺  純 エンジニアリング本部プラントエンジニアリン
グ部、電装技術部担当 

執 行 役 員 山 田 雅 之 産業事業本部海外営業部担当 

執 行 役 員 黒 板 雄 作 産業事業本部営業部担当 

執 行 役 員 鷹 取 啓 太 管理本部経営企画部担当 

（注）１．当事業年度中の執行役員の異動 

・ 平成21年６月26日付で、執行役員服部博光、梅澤道彦の両氏は常務執行役員に昇任い

たしました。 

・ 平成21年６月26日付で、渡辺 純、山田雅之、黒板雄作、鷹取啓太の４氏は執行役員

に就任いたしました。 

・ 平成21年６月26日付で、常務執行役員森島 進、執行役員結城 博の両氏は退任いた

しました。 

２．当事業年度後の執行役員の異動 

・ 平成22年４月１日付で、渡邊彰彦、青木真人、高野 亨の３氏は執行役員に就任いた

しました。 

・ 平成22年４月１日付で、常務執行役員服部博光氏は退任いたしました。 



 

－  － 
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(5) 取締役および監査役の報酬等の額 

① 当事業年度に係る報酬等の総額 

区 分 支給人員 支給額 

取 締 役 12名 244百万円 

監 査 役 4名 43百万円 

合 計 16名 288百万円 

（注）１．支給人員には、当事業年度中に退任した取締役２名が含まれております。 

２．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。 

３．上記には未払役員賞与39百万円が含まれております。 

４．上記のうち社外役員（社外取締役および社外監査役）に対する報酬の総額は５名38百万円

であります。 

５．上記のほか、平成21年６月26日開催の第147回定時株主総会の決議に基づき、退任取締役

２名に対し35百万円の退職慰労金を支払いました。 

 

② 社外役員が親会社および子会社等から受けた役員報酬等の総額 

 当事業年度において、社外取締役が役員を兼務する子会社等から、役員と

して受けた報酬の総額は６百万円であります。 

 



 

－  － 
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(6) 社外役員に関する事項 

① 重要な兼職の状況および他の兼職先との関係 

地 位 氏 名 重要な兼職状況 

沢   彦 
富士電機ホールディングス株式会社相談役 
パナソニック電工株式会社社外取締役 
室蘭工業大学客員教授 

取 締 役 

米 澤 敏 夫 新日鐵住金ステンレス株式会社相談役 
日新製鋼株式会社社外監査役 

監 査 役 赤 松 俊 武 弁護士 
東部瓦斯株式会社社外監査役 

（注）１．沢 彦氏が相談役を兼務する富士電機ホールディングス株式会社は、当社大株主であり

ます。 

２．上記１．のほか、当社と各兼職先の間には、特別の関係はありません。 

 



 

－  － 
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② 当事業年度における主な活動状況 

区 分 氏 名 主な活動状況 

社外取締役 沢   彦 

当事業年度に開催された取締役会全18回中16回に出
席し、経営者としての豊富な経験をもとに意思決定
に係わる重要な意見を述べると共に、プロジェクト
や投資等事業遂行上の判断やリスクに関する総合的
かつ重要な助言を行っております。 

社外取締役 米 澤 敏 夫 

平成21年６月26日付で就任後に開催された取締役会
全13回全てに出席し、長年にわたる製造業における
企業経営の豊富な経験をもとに意思決定に係わる重
要な意見を述べると共に、当社グループの経営に関
し有益な指摘や重要な助言を行っております。 

社外監査役 髙 石 健 雄 

当事業年度に開催された取締役会全18回および監査
役会全７回全てに出席し、業務執行の監査および経
営事項に関する公正な監査意見を述べると共に、豊
富な財務・会計の知見を活かし監査上貴重な指摘や
助言を行っております。 

社外監査役 赤 松 俊 武 

当事業年度に開催された取締役会全18回中17回およ
び監査役会全７回全てに出席し、弁護士として専門
的な見地から主にプロジェクトリスクおよびコンプ
ライアンス体制の構築・維持に貴重な指摘や助言を
行っております。 

社外監査役 武 信 征四郎 

当事業年度に開催された取締役会全18回中17回およ
び監査役会全７回全てに出席し、業務執行の監査お
よび経営事項に関する公正な監査意見を述べると共
に、社外で得られる監査上重要な情報や有用な資料
等の提供を行っております。 

 

③ 責任限定契約の内容と概要 

 当社と各社外役員との間では会社法第423条第１項の賠償責任を限定する

契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、950万円また

は法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額としております。 

 



 

－  － 
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５．会計監査人の状況 

(1) 会計監査人の名称 

井上監査法人 

 

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 

① 公認会計士法第２条第１項の監査業務の報酬 

24百万円 

② 当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 

25百万円 

（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融

商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を明確に区分しておらず、実質的

にも区分できないため、①の金額は合計金額で記載しております。 

 

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針 

 当社は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当する

と認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を

解任いたします。 

 この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総

会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任した理由を報告いたします。 



 

－  － 
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６．会社の体制および方針 

 当社は、当社グループの内部統制システムの整備に関する基本方針を会社法の

規定する「取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため

の体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令

で定める体制の整備」に基づき、取締役会において、次のとおり決議しておりま

す。 

内部統制システムの整備に関する基本方針 

 月島機械は、当社および当社グループ各社のすべてにわたる業務の適正を確保

するために、次の体制を徹底いたします。 

(1) 取締役および使用人の職務が法令および定款に適合することを確保するため

の体制 

① 当社は、当社および当社グループ各社の取締役および使用人の職務の執行

が法令および定款に適合することを確保するため、当社および当社グルー

プ各社において「企業理念」および「月島機械グループ企業行動基準」を

定め、当社および当社グループ各社の役職員全員が遵守する。 

〔当社企業理念〕 

１．わが社は最良の技術をもって産業の発展と環境保全に寄与し、社会に貢

献します 

１．わが社は市場のニーズを先取りし、最良の商品とサービスを顧客に提供

します 

１．わが社は創意と活力によって発展し、豊かで働きがいのある企業を目指

します 

② 当社は、「取締役会」が、取締役の職務執行について全てを掌握し、かつ

経営判断とその判断に基づく迅速な執行をすることが必要であると考え、

職務の執行にあたる取締役は執行役員を兼務することとし、一方において

業務執行の監督および牽制を効果的に実施するため、執行役員を兼務しな

い「社外取締役」を設ける。 
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③ 当社および当社グループ各社の経営に関する重要事項については、社内規

程に基づき、取締役兼執行役員により構成される「経営会議」（原則毎週

開催）で審議・承認、報告・了承し、当該付議事項の内、職務権限規程に

おいて取締役会付議事項とされたものおよび当社グループ各社の経営に重

大な影響を与える事項については、取締役会で審議・承認、報告・了承す

る。 

④ 経営会議および取締役会での決定に基づく業務執行に際しては、業務分掌

規程、権限規程等に基づき、責任者、業務執行手続きを明確化する。 

⑤ また企業行動基準を具体化するために、「各種社内規程」（例えば、個人

情報保護規程、営業秘密等管理規程、独占禁止法遵守プログラム、インサ

イダー取引防止規程等）にその詳細を定める。 

⑥ これらの規程の実効性を担保するために「倫理担当役員」を任命し、

「CSR統括室」に「コンプライアンス・内部統制グループ」を組織し、ま

た、「企業倫理ヘルプライン」を設け、法令、定款に適合しない行為の未

然防止、早期発見に努め、社外の弁護士を「企業倫理ヘルプライン」の受

信者側の一人として任命する。 

⑦ 当社および当社グループ各社は、反社会的勢力との関係を一切遮断するこ

とを目的として、企業行動基準の中に反社会的勢力への対応に関する当社

の基本姿勢および社員の心構えとなすべき事項について規定しており、こ

れに基づいて、反社会的勢力には警察等関連機関とも連携し毅然と対応す

る。 

⑧ 以上の実施状況を検証するため、CSR統括室は規程に基づき、「内部監

査」を実施し、その結果を取締役会および監査役会に報告する。 
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(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

① 当社は、取締役の職務の執行に係わる情報を「文書管理規程」に基づき、

保存、管理し、取締役および監査役が、これらの文書等を常時閲覧できる

体制をとる。 

② これらの情報は、電磁的記録または文書により最短で10年間保存しており、

今後も必要に応じて記録方法の見直しを図る。 

③ これらの情報のセキュリティを高め事件や事故の発生を防止するために、

「情報セキュリティ基本規程」および「情報セキュリティ対策基準」に基

づき情報セキュリティ対策を実施する。 

 

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

① 当社は、当社および当社グループ各社の損失の危険の管理（リスク管理）

を行うため、月島機械グループ・リスクマネジメント規程を定め、有事に

際しては取締役により構成される「危機管理委員会」を招集し、当社グ

ループ各社を統括して危機管理にあたる。日常的には、危機管理委員会の

常設機関とし総務部門等関連部門より構成される「危機管理委員会事務

局」にてリスク分析やリスク関連情報の一元管理を行い、優先順位をつけ

た予防管理を行う。 

② 当社および当社グループ各社の経営全般に重大な影響を与える事態が発生

した場合は、社長を本部長とする「緊急対策本部」を組織し、損害、影響

等を最小限にする体制を立ち上げ、その対応にあたる。 

③ また「各種マニュアル」（例えば、防災ハンドブック、地震防災マニュア

ル、緊急事態連絡マニュアル等）に危機対応の詳細を定め、緊急時におけ

る迅速な対応を図る。 
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(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 当社は、当社および当社グループ各社の中期経営計画およびこれに基づく年

次計画を定め、各事業本部、部門の具体的な目標を設定し、これらを毎月レ

ビューすることにより目標達成の確度を高め業務の効率性を確保する。 

 

(5) 財務報告に係る内部統制の評価および監査を確保するための体制 

 当社は、金融商品取引法により平成20年４月１日に開始された事業年度から

適用されている「財務報告に係る内部統制の経営者による評価および公認会計

士等による監査」に対応し、社内体制を整え社外専門家のアドバイスを得て、

金融商品取引法および関連するガイドラインに従って、全社的レベルと主要業

務プロセスレベルにおける内部統制の整備状況を把握し、有効性の評価を行い、

不備がある場合はこれを是正し、内部統制報告書を作成して監査人による監査

に備える。 

 

(6) 当社ならびにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するた

めの体制 

① 当社ならびに当社グループ各社は、業務の適正を確保するため、中期経営

計画およびこれに基づく年次計画および具体的な目標を設定する。当社は

当該目標の達成を、四半期毎の「グループ進捗審議会」でレビューするこ

とにより目標達成の確度を高め、業務の効率性を確保する。 

② 当社は、当社グループ各社の経営については、各社の自主性を尊重しつつ、

「子会社・関連会社の管理基準」に基づき当社グループ各社からの定期的

な報告と、重要事項については事前了解をとることを求める。上記に関し

て当社グループ各社の活動を把握し、適正に指導するために「関連会社統

括」の取締役を任命する。 
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③ 当社は、当社グループ各社に対しても、企業集団として業務の適正を確保

する体制を作る。具体的には、当社グループ各社において「コンプライア

ンス責任者」の任命、「企業倫理ヘルプライン」の設置、「月島機械グ

ループ企業行動基準」遵守の指導等を行わせ、当社CSR統括室コンプライ

アンス・内部統制グループを中心とした当社グループ全体のコンプライア

ンス体制を構築する。 

④ 上記に加え、当社グループ各社に「取締役・監査役」を派遣し、またCSR

統括室による「内部監査」を実施し、その結果を取締役会および監査役会

に報告する。 

 

(7) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該

使用人に関する体制 

 当社は現在、監査役を補助すべき使用人は設置していないが、監査役からの

補助者に関する要請が有れば、当該使用人の人事に関し、取締役と監査役との

間で意見交換を行い、監査役を補助する使用人を配置する体制を整える。 

 

(8) 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報

告に関する体制 

① 監査役がその職務執行において必要な情報は「取締役および使用人が監査

役に報告すべき事項」として定め、監査役に必要な情報を報告する。さら

に、業務執行上の意思決定に関する重要な会議への監査役の出席の機会を

確保し、また監査役に対する定期報告および重要書類を回付する体制を整

える。 

② 監査役は、代表取締役社長、監査法人とは定期的に「意見交換会」を開催

する。 
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(9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

① 監査役は、監査役監査として、不祥事を事前に防止し、遵法、リスク管理、

内部統制等業務監査に力点を置いた監査を実施する。 

② 監査役会は、取締役会への牽制と独立性を保つため、「社外監査役」が半

数以上を占めるものとし、社外監査役については、企業活動に関する見識

と経験が豊富な他社役員、役員経験者および弁護士、公認会計士等の有資

格者、学識経験者或いはこれに準ずる者から起用する。 

 

７．株式会社の支配に関する基本方針 

(1) 会社の支配に関する基本方針 

 当社は、「殆ど輸入であった諸産業の機械装置を国産し、製糖産業を出発点

として、化学工業、金属精錬等の興隆に奉仕する」という創業の精神の下、

1905年の創業以来、ろ過、分離、蒸留、乾燥、焼却といった単位操作技術に基

づく産業機械や環境装置を設計、製造してまいりました。また、自社の製品や

プロセスを核としたプラントの設計、建設といったエンジニアリングを手がけ、

さらには、建設したプラントのメンテナンスや維持管理、運転管理等を請け負

う等、総合的な技術ソリューションを顧客に提供することで、「かけがえのな

い地球環境を守り、豊かな社会の礎になる諸産業に寄与する」ことを実践して

まいりました。 

 当社は、企業が継続して発展していくには、顧客、従業員、取引先および株

主等のステークホルダーとの良好な関係を維持し発展させ、技術を基盤として

中長期的な視点に立って経営することが、企業価値ひいては株主共同の利益を

確保し向上させることに繋がるものと認識しております。 

 当社取締役会は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、当社

取締役会の賛同を得ずに当社株式の大規模な買付けを行う大規模買付行為で

あっても、企業価値および株主共同の利益に資するものであれば、これを一概

に否定するものではなく、当該大規模買付行為に応じるかどうかは、最終的に、

当該大規模買付行為が当社の企業価値および株主共同の利益に資するものか否
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かを適切に把握した株主の皆様の判断に委ねられるべきものと考えております。 

 もっとも、当社株主の皆様が、大規模買付行為が当社の企業価値および株主

共同の利益に資するものか否かを適切に把握し、当該大規模買付行為に応じる

か否かを判断するには、大規模買付者から十分な情報提供がなされ、さらには、

現に当社の経営を担っている当社取締役会から当該大規模買付行為に対する当

社取締役会の評価、意見等を含めた十分な情報が提供されることが必要である

と考えております。 

 そこで当社取締役会は、当社株式に対する大規模買付行為が行われた際に、

当該大規模買付行為に応じるべきか否かを当社株主の皆様が判断し、或いは当

社取締役会が当社株主の皆様に必要に応じて代替案を提案するために必要な情

報や時間を確保するために、必要な手続きを定めることとし、当該大規模買付

行為を行う者が当該手続きを遵守しない場合および遵守した場合でも、当該大

規模買付行為が当社の企業価値および株主共同の利益を著しく損なうと認めら

れる場合には、企業価値および株主共同の利益に反する大規模買付行為を抑止

するための取組みが必要不可欠であると判断いたします。 

 

(2) 基本方針を実現するための取組み 

 当社は、「最良の技術をもって産業の発展と環境保全に寄与し、社会に貢献

する」、「市場のニーズを先取りし、最良の商品とサービスを顧客に提供す

る」、「創意と活力によって発展し、豊かで働きがいのある企業を目指す」こ

とを企業理念として定めております。当社はこの企業理念の下、工場での製造

技術を基盤とした単位操作技術を駆使した機械、装置の開発から設計、製造を

行い、プロセス開発を手がけ、それら機械や装置、プロセスを核にしたプラン

トエンジニアリングを行い、さらには、そのメンテナンスや維持管理、運転管

理をお客様に提供し、産業の発展と環境保全に寄与することで社会貢献を果た

しております。これらの当社および当社グループが提供する一連のサービスは、

開発・設計・調達・製造・建設・アフターサービスといった当社および当社グ

ループのバリューチェーンによって成せるものであり、このバリューチェーン
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を有することが当社の強みであり、特徴であると認識しております。 

 当社は、当社の事業領域を、国内の上下水道設備を主要マーケットとする水

環境事業と国内外の化学、鉄鋼、食品等の産業用設備を主要マーケットとする

産業事業の２つの事業として捉えており、最近では、地球温暖化対策として世

間から注目の集まるバイオマスの有効利用を注力分野と位置付け、汚泥の燃料

化やバイオマスエタノール製造技術の開発に経営資源を投入し、成果を上げて

まいりました。しかしながら、世界金融危機に端を発した国内外の景気後退に

より、特に産業事業においては厳しい事業環境下での経営を余儀なくされてお

ります。 

 このような状況下において当社グループは、世界的な流れである地球温暖化

防止のために環境・エネルギー技術の研鑚を継続し、設備投資意欲が旺盛な新

興国を中心とした海外事業の拡大を進めてまいります。また、海外での価格競

争力を高めるためのコストダウンや差別化を図るための研究開発を推進してま

いります。 

 

(3) 会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務およ

び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み（買収防衛

策） 

 当社は平成20年４月28日開催の当社取締役会において、当社の企業価値およ

び株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社株式の大規模

買付行為に関する対応策（買収防衛策）（以下、「本プラン」といいます。）

を決定し、平成20年６月27日開催の定時株主総会における承認を得て導入いた

しました。 

 本プランの概要は、当社の株券等の20％以上を取得しようとする大規模買付

行為が行われる場合に、大規模買付行為を行おうとする者に対し、①事前に大

規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を求め、②当社取締役会が、当該大

規模買付行為について情報収集および評価、検討を行うための期間（時間）を

確保した上で、③当該期間経過後に大規模買付行為を開始することを手続とし
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て定め、④当該手続が遵守されない場合、または大規模買付行為が当社の企業

価値および株主共同の利益を著しく損なうと認められる場合には、当社は、会

社法その他の法律および当社定款が認める範囲内で、別途設置する第三者委員

会の勧告を最大限尊重した上で、外部専門家等の助言を得ながら、最も適切と

客観的かつ合理的に判断した措置を選択するものです。 

 また、本プランは、当社に対する大規模買付行為が行われた場合に、当社株

主の皆様が当該大規模買付行為に応じるか否かを、必要な情報と相当期間の検

討に基づいて、適切に判断するために、必要な手続を定めるものであり、当社

の企業価値および株主共同の利益の保護に資するものであると考えております。

また、当該大規模買付行為への対抗措置の必要性および措置の内容について、

当社役員の保身のための恣意的な判断を排除するために、客観的かつ明確な対

抗措置発動の要件を定めると共に、外部専門家の助言を得ながら、第三者委員

会の勧告を最大限尊重した上で、客観的かつ合理的に判断するものとなってお

ります。以上により、当社では、本プランが基本方針に従い、当社の企業価値

および株主共同の利益に合致するものであり、当社役員の地位を維持すること

を目的とするものではないと考えております。 

 なお、対抗措置として一定の基準日現在の株主に対し新株予約権の無償割当

てを行う場合の具体的内容等本プランの概要は、平成20年４月28日付「会社の

支配に関する基本方針および当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛

策）に関するお知らせ」として公表しており、このプレスリリース全文につい

ては、当社ホームページ(http://www.tsk-g.co.jp/up_pdf/200804281509.pdf)

をご参照願います。 



 

－  － 
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８．剰余金の配当等の決定に関する方針 

 当社は、財務体質と経営基盤の強化を図りつつ、毎期の業績、新規投資、連結

配当性向等を総合的に勘案しながら安定配当に努めることを利益配分の基本方針

としてまいります。 

 内部留保資金につきましては、長期的な展望に立った新事業開拓・育成への投

資、新技術開発のための研究開発投資等に活用し、企業基盤の強化に取り組んで

まいります。 

 なお、当社は、機動的な配当政策および資本政策の遂行を図るため、剰余金の

配当、自己株式の取得等を株主総会のほか、取締役会の決議により行うことがで

きる体制を整えております。 

 

 上記の基本方針に基づき、当事業年度の期末配当につきましては、本年５月26

日開催の取締役会において、１株当たり８円とさせていただきます。これにより、

当事業年度の配当金は、中間配当金を含め１株当たり15円となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１．事業報告の記載金額は、単位未満切り捨てにより表示しております。 

２．事業報告の千株単位の記載株式は、千株未満切り捨てにより表示しております。 



 

－  － 
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連結貸借対照表 
（平成22年３月31日現在） 

（単位：百万円）
 資 産 の 部 89,809 負 債 の 部 45,205 

流 動 負 債 33,728 

支払手形及び買掛金 19,728 

短 期 借 入 金 200 

１年以内返済予定の長期借入金 622 

リ ー ス 債 務 8 

未 払 法 人 税 等 789 

前 受 金 4,161 

賞 与 引 当 金 1,502 

完成工事補償引当金 1,142 

工 事 損 失 引 当 金 263 

そ の 他 5,309 

固 定 負 債 11,476 

長 期 借 入 金 4,999 

リ ー ス 債 務 23 

長 期 未 払 金 1,037 

退 職 給 付 引 当 金 5,240 

役員退職慰労引当金 118 

そ の 他 56 

純 資 産 の 部 44,603 

株 主 資 本 44,018 

資 本 金 6,646 

資 本 剰 余 金 5,485 

利 益 剰 余 金 32,533 

自 己 株 式 △  646 

評価・換算差額等 584 

その他有価証券評価差額金 674 

流 動 資 産 

現 金 及 び 預 金 

受取手形及び売掛金 

有 価 証 券 

仕 掛 品 

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 

繰 延 税 金 資 産 

そ の 他 

貸 倒 引 当 金 

固 定 資 産 

有 形 固 定 資 産 

建 物 及 び 構 築 物 

機械装置及び運搬具 

土 地 

リ ー ス 資 産 

建 設 仮 勘 定 

そ の 他 

無 形 固 定 資 産 

の れ ん 

そ の 他 

投資その他の資産 

投 資 有 価 証 券 

長 期 貸 付 金 

繰 延 税 金 資 産 

そ の 他 

貸 倒 引 当 金 

56,016 

13,291 

35,043 

1,000 

4,027 

157 

1,993 

815 

△  313 

33,793 

13,187 

3,510 

2,399 

7,020 

29 

15 

210 

1,757 

465 

1,291 

18,848 

15,176 

42 

3,337 

534 

△  241 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △  89 

資 産 合 計 89,809 負 債 純 資 産 合 計 89,809 



 

－  － 
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連結損益計算書 
自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日 

（単位：百万円）
 売 上 高  67,674 

売 上 原 価  56,151 

売 上 総 利 益  11,522 

販売費及び一般管理費  9,576 

営 業 利 益  1,945 

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 24  

受 取 配 当 金 256  

そ の 他 87 368 

営 業 外 費 用   

支 払 利 息 173  

そ の 他 121 295 

経 常 利 益  2,018 

特 別 利 益   

固 定 資 産 売 却 益 0  

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 68  

そ の 他 0 69 

特 別 損 失   

固 定 資 産 除 売 却 損 34  

投 資 有 価 証 券 評 価 損 1  

退 職 給 付 制 度 終 了 損 43  

そ の 他 2 80 

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益  2,007 

法人税、住民税及び事業税 784  

法 人 税 等 調 整 額 425 1,210 

少 数 株 主 利 益  43 

当 期 純 利 益  753 

  

（          ）



 

－  － 
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連結株主資本等変動計算書 
(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

（単位：百万円）
 株 主 資 本 

 
資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成21年３月31日残高 6,646 5,485 32,454 △118 44,469

連結会計年度中の変動額  

剰 余 金 の 配 当 △  675  △  675

当 期 純 利 益 753  753

自 己 株 式 の 取 得 △528 △  528

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)  

連結会計年度中の変動額合計 － － 78 △528 △  450

平成22年３月31日残高 6,646 5,485 32,533 △646 44,018

 
評 価 ・ 換 算 差 額 等 

 そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

繰延ヘッジ
損 益

評価・換算
差額等合計

少数株主持分 純資産合計

平成21年３月31日残高 △1,042 △108 △1,151 447 43,765

連結会計年度中の変動額  

剰 余 金 の 配 当  △  675

当 期 純 利 益  753

自 己 株 式 の 取 得  △  528

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) 

1,717 18 1,736 △447 1,288

連結会計年度中の変動額合計 1,717 18 1,736 △447 838

平成22年３月31日残高 674 △ 89 584 － 44,603



 

－  － 
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（ご参考）連結キャッシュ・フロー計算書(要旨) 
（単位：百万円）

 

区   分 
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

比較増減 

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 4,173 9,761 13,935

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,425 △ 2,397 △  971

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,383 △ 1,904 △  521

現金及び現金同等物の増減額 △ 6,982 5,459 12,442

現金及び現金同等物の期首残高 15,727 8,782 △ 6,945

非連結子会社との合併に伴う現
金及び現金同等物の増加額 37 － △  37

現金及び現金同等物の期末残高 8,782 14,241 5,459

 

 

○営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動の結果得られた資金は、97億61百万円となりました（前連結会計年

度は41億73百万円の支出）。 

 これは主に、仕入債務の減少額24億円等の減少要因はあったものの、税金等

調整前当期純利益の計上20億７百万円、売上債権の回収による売上債権の減少

額86億31百万円およびたな卸資産の減少額６億４百万円等の増加要因があった

ことによるものであります。 



 

－  － 
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○投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動の結果使用した資金は、23億97百万円となりました（前連結会計年

度は14億25百万円の支出）。 

 これは主に、投資有価証券の取得による支出12億円、子会社の自己株式の取

得による支出９億48百万円等によるものであります。 

○財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動の結果使用した資金は、19億４百万円となりました（前連結会計年

度は13億83百万円の支出）。 

 これは主に、長期借入金の返済６億81百万円、自己株式の取得による支出５

億28百万円および配当金の支払額６億75百万円等によるものであります。 

 



 

－  － 
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連 結 注 記 表 
 

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記） 

１．連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社 

会社数…………………………５社 

会社名…………………………月島テクノメンテサービス㈱ 

月島テクノマシナリー㈱ 

サンエコサーマル㈱ 

月島環境エンジニアリング㈱ 

寒川ウォーターサービス㈱ 

 

(2) 主要な非連結子会社 

会社名…………………………月島テクノソリューション㈱ 

（連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社６社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影

響を及ぼしていないためであります。 

 

２．持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用の関連会社 

会社数…………………………１社 

会社名…………………………江戸川ウォーターサービス㈱ 

 

(2) 非連結子会社（月島テクノソリューション㈱他５社）及び関連会社（２社）については、そ

れぞれ当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性が

ないため、持分法の適用範囲から除外しております。 



 

－  － 
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３．会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券の評価基準及び評価方法 

・満期保有目的の債券………償却原価法（定額法） 

・その他有価証券 

時価のあるもの…………決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 

時価のないもの…………移動平均法による原価法 

②たな卸資産の評価基準及び評価方法 

通常の販売目的で保有するたな卸資産 

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。 

・仕  掛  品……………個別法 

・原  材  料……………総平均法 

・貯  蔵  品……………移動平均法 

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産（リース資産を除く）……定率法 

ただし、平成10年４月１日以降取得した建物（建物附属設備を

除く）については、定額法によっております。また、平成19年

３月31日以前に取得した資産については、償却可能限度額まで

償却が終了した翌連結会計年度から５年間で均等償却する方法

によっております。 

②無形固定資産（リース資産を除く）……定額法 

ただし、ソフトウエア（自社利用分）については、社内におけ

る利用可能期間（５年）による定額法によっております。 

③リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月

31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ております。 

 



 

－  － 
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(3) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金……………………売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま

す。 

②賞与引当金……………………従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額基準に

よる相当額を計上しております。 

③完成工事補償引当金…………完成工事高に係わる瑕疵担保等の費用並びに無償サービス費用

に備えるために、過去の経験率（国内工事と海外工事とは別途

に算定）に基づく一定の算定基準により引当計上するほか、特

定個別工事に対しては、必要額を見積り計上しております。 

④工事損失引当金………………受注工事の損失に備えるため、当連結会計年度末の未引渡工事

のうち、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見

積ることができる工事について、当該損失見込額を引当計上し

ております。 

⑤退職給付引当金………………従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当連結会計年度末

において発生していると認められる額を計上しております。 

過去勤務債務については、その発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（当社は14年、一部の連結子会社

は11年）による定額法により按分した額を費用処理しておりま

す。 

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（７年）による

定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度より

費用処理しております。 

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より、「「退職給付に係る会計基準」の一部

改正（その３）」（企業会計基準第19号 平成20年７月31

日）を適用しております。 

なお、これによる損益に与える影響はありません。 



 

－  － 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(38) ／ 2010/06/03 10:29 (2010/06/03 10:29) ／ wk_10664526_03_osx月島機械様_報告書_連結貸借対照表_P.doc 

38

（追加情報） 

当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、平成22年３月に退職

一時金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行し、「退

職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適

用指針第１号）を適用しております。 

本移行に伴う影響額は、特別損失として43百万円計上してお

ります。 

⑥役員退職慰労引当金…………一部の連結子会社は、役員の退任により支給する退職慰労金に

充てるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上し

ております。 

（追加情報） 

当社は、役員退職慰労金制度を廃止することとし、平成21年

６月26日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度

廃止に伴う退職慰労金打ち切り支給議案が承認可決されまし

た。 

これにより「役員退職慰労引当金」を全額取崩し、打ち切り

支給額の未払分221百万円については固定負債「長期未払

金」に含めて表示しております。 

 

(4) 重要な収益及び費用の計上基準 

完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

①当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事 

……………工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法） 

②その他の工事……………工事完成基準 

（会計方針の変更） 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工期１年以上かつ請負金額３億円以

上の工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用して

おりましたが、当連結会計年度より、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第

15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用し、当連結会計年度に着手した工事契約

から、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事につい

ては工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については

工事完成基準を適用しております。 

これにより、従来の方法と比較して、売上高は2,564百万円増加し、営業利益、経常利

益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ365百万円増加しております。 



 

－  － 
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(5) その他連結計算書類の作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理…………消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しており

ます。 

 

４．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評価法によっております。 

 

５．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

のれんの償却については、10年間の定額法により償却を行っております。 

 

（連結貸借対照表に関する注記） 

１．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

 預 金 615百万円 

 売 掛 金 184百万円 

 長 期 貸 付 金 42百万円 

 計 843百万円 

担保付債務は次のとおりであります。 

①預金、売掛金 

 
１年以内返済予
定の長期借入金 

275百万円 

 長 期 借 入 金 4,011百万円 

 計 4,287百万円 

②長期貸付金 

関係会社の金融機関からの借入金2,582百万円に対するものであります。 

 

２．有形固定資産の減価償却累計額 18,170百万円 

 

３．保証債務 

下記のとおり銀行からの借入金に対し債務保証を行っております。 

 従業員（住宅資金） 7百万円 

 計 7百万円 

 



 

－  － 
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（連結株主資本等変動計算書に関する注記） 

１．連結会計年度末日における発行済株式の総数 

普通株式 45,625,800株 

２．剰余金の配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の
総額 

（百万円）

１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年５月27日 
取締役会（注）１ 

普通株式 364 8.00 平成21年３月31日 平成21年６月10日

平成21年10月28日 
取締役会（注）２ 

普通株式 311 7.00 平成21年９月30日 平成21年12月11日

（注）１ 連結子会社が所有している自己株式に係る受取配当金（０百万円）を含めております。 

２ 連結子会社が所有している自己株式に係る受取配当金（０百万円）を含めております。 

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるも

の 

 平成22年５月26日開催の取締役会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとお

り提案しております。 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金 
の総額 

（百万円）

１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成22年５月26日 
取締役会（注） 

普通株式 利益剰余金 356 8.00 平成22年３月31日 平成22年６月14日

（注）連結子会社が所有している自己株式に係る受取配当金（０百万円）を含めております。 

 



 

－  － 
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（金融商品に関する注記） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

 当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達について

は原則銀行借入による方針としております。デリバティブ取引は、借入金の金利変動リスク

や外貨建債権債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な目的のための取引は

行わない方針であります。 

 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

 営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リス

クに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を

行うとともに、取引先の信用状況を１年ごとに把握する体制としております。また、外貨建

ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として先物為替予約を利用

してヘッジしております。 

 有価証券は譲渡性預金であり、そのほとんどが３ヶ月以内の満期を設定しております。 

 投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の

関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。 

 営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。

一部の外貨建てのものについては、為替相場の変動リスクに晒されておりますが、先物為替

予約を利用してヘッジしております。 

 長期借入金（原則として５年以内）は主に設備投資に係る資金調達及び連結子会社でPFI

事業のために設立した寒川ウォーターサービス㈱の金融機関からの借入金であります。変動

金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のものの一部につ

いては、支払金利の変動リスクを回避し、支払利息の固定化を図るために個別契約ごとにデ

リバティブ取引（金利スワップ取引）をヘッジ手段として利用しております。 

 デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを

目的とした先物為替予約取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的と

した金利スワップ取引であります。デリバティブ取引の実行及び管理は、社内規定に従い関

連部門及び財務部にて行っております。また、デリバティブ取引については、取引相手先を

高格付を有する金融機関に限定しているため、信用リスクはほとんどないと認識しておりま

す。 

 営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月

次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。 



 

－  － 
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(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算

定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるた

め、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

 平成22年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの

差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められ

るもの及び重要性の乏しいものについては、含まれておりません。 

 
連結貸借対照表

計上額 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

(1) 現金及び預金 13,291 13,291 － 

(2) 受取手形及び売掛金 35,043 33,682 △1,361 

(3) 有価証券及び投資有価証券    

その他有価証券 15,691 15,691 － 

資産計 64,027 62,665 △1,361 

(4) 支払手形及び買掛金 19,728 19,728 － 

(5) 長期借入金（１年以内返済予定を含む） 5,622 5,640 18 

負債計 25,350 25,369 18 

(6) デリバティブ取引（※） (60) (61) △  0 

（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務

となる項目については、（ ）で示しております。 

 

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

(1) 現金及び預金 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

よっております。 

 

(2) 受取手形及び売掛金 

 これらは、原則として短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当

該帳簿価額によっております。ただし、割賦売掛金については、長期にわたって決済されるた

め、債権先のリスクを勘案した利率により割り引いた現在価値によっております。 



 

－  － 
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(3) 有価証券及び投資有価証券 

 有価証券は譲渡性預金であり、そのほとんどが３ヶ月以内の満期を設定しており、短期間で

決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。投

資有価証券は、取引所の価格によっております。 

 

(4) 支払手形及び買掛金 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

よっております。 

 

(5) 長期借入金（１年以内返済予定を含む） 

 これらの時価については、元利金の合計額を、国債の利回り等適切な指標に信用スプレッド

を上乗せした利率で割り引いた現在価値により算定しております。 

 

(6) デリバティブ取引 

 ヘッジ会計が適用されているもののうち、為替予約取引の時価は、先物為替相場によってお

ります。一部の連結子会社の借入金については、金利スワップ取引を利用しており、時価の算

定は取引先金融機関から提示された価格等によっております。 

 

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

非上場株式（連結貸借対照表計上額412百万円）は、市場価格がなく、時価を把握すること

が極めて困難と認められるため、「(3) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には

含めておりません。 

 

（１株当たり情報に関する注記） 

１．１株当たり純資産額 1,003円29銭 

２．１株当たり当期純利益 16円86銭 

 



 

－  － 
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貸 借 対 照 表 
（平成22年３月31日現在） 

（単位：百万円）
 資 産 の 部 66,293 負 債 の 部 26,032 

流 動 負 債 22,366 
買 掛 金 14,057 
短 期 借 入 金 50 
１年以内返済予定の長期借入金 17 
リ ー ス 債 務 4 
未 払 金 1,217 
未 払 費 用 162 
未 払 法 人 税 等 44 
前 受 金 2,572 
預 り 金 1,842 
賞 与 引 当 金 564 
完成工事補償引当金 970 
工 事 損 失 引 当 金 142 
そ の 他 719 

固 定 負 債 3,665 
リ ー ス 債 務 14 
長 期 未 払 金 1,037 
退 職 給 付 引 当 金 2,613 
純 資 産 の 部 40,261 

株 主 資 本 39,587 
資 本 金 6,646 
資 本 剰 余 金 5,485 
資 本 準 備 金 5,485 
利 益 剰 余 金 28,035 
利 益 準 備 金 1,026 
そ の 他 利 益 剰 余 金 27,008 
退 職 給 与 積 立 金 161 
配 当 準 備 積 立 金 1,320 
固定資産圧縮積立金 1,975 
別 途 積 立 金 6,919 
繰 越 利 益 剰 余 金 16,633 

自 己 株 式 △  580 
評価・換算差額等 673 
その他有価証券評価差額金 674 

流 動 資 産 
現 金 及 び 預 金 
受 取 手 形 
売 掛 金 
有 価 証 券 
仕 掛 品 
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 
前 払 費 用 
繰 延 税 金 資 産 
未 収 入 金 
短 期 貸 付 金 
そ の 他 
貸 倒 引 当 金 

固 定 資 産 
有 形 固 定 資 産 
建 物 
構 築 物 
機 械 及 び 装 置 
車 両 運 搬 具 
工 具 器 具 備 品 
土 地 
リ ー ス 資 産 
建 設 仮 勘 定 
無 形 固 定 資 産 
ソ フ ト ウ エ ア 
そ の 他 
投資その他の資産 
投 資 有 価 証 券 
関 係 会 社 株 式 
長 期 貸 付 金 
破 産 更 生 債 権 等 
長 期 前 払 費 用 
繰 延 税 金 資 産 
敷 金 及 び 保 証 金 
そ の 他 
貸 倒 引 当 金 

35,611 
7,234 
1,134 
21,255 
1,000 
2,588 

57 
9 

1,293 
506 
730 
79 

△  278 
30,682 
11,406 
2,850 
212 

1,413 
12 
157 

6,738 
18 
2 

1,202 
1,191 

10 
18,073 
15,102 

513 
210 
25 
9 

2,038 
69 
302 

△  197 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △   1 
資 産 合 計 66,293 負 債 純 資 産 合 計 66,293 



 

－  － 
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損 益 計 算 書 
自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日 

（単位：百万円）
 売 上 高  39,014 

売 上 原 価  32,040 

売 上 総 利 益  6,973 

販売費及び一般管理費  6,578 

営 業 利 益  395 

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 22  

受 取 配 当 金 659  

そ の 他 32 715 

営 業 外 費 用   

支 払 利 息 1  

そ の 他 82 84 

経 常 利 益  1,026 

特 別 利 益   

固 定 資 産 売 却 益 0  

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 70  

そ の 他 0 70 

特 別 損 失   

固 定 資 産 除 売 却 損 23  

投 資 有 価 証 券 評 価 損 1  

退 職 給 付 制 度 終 了 損 43  

そ の 他 2 70 

税 引 前 当 期 純 利 益  1,026 

法人税、住民税及び事業税 19  

法 人 税 等 調 整 額 464 483 

当 期 純 利 益  543 

（          ）



 

－  － 
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株主資本等変動計算書 
(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

（単位：百万円）

 株 主 資 本 

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 

そ の 他 利 益 剰 余 金  
資 本 金 

資本準備金
資本剰余金
合   計

利  益
準 備 金 退職給与

積 立 金
配当準備
積 立 金

固 定 資 産 
圧縮積立金 

別 途
積 立 金

平成21年３月31日残高 6,646 5,485 5,485 1,026 161 1,320 1,993 6,919

事業年度中の変動額   

固定資産圧縮 
積立金の取崩 

 △  18 

剰余金の配当   

当 期 純 利 益   

自己株式の取得   

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変 動 額 （ 純 額 ） 

  

事業年度中の変動額合計 － － － － － － △  18 －

平成22年３月31日残高 6,646 5,485 5,485 1,026 161 1,320 1,975 6,919

 
株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等 

利 益 剰 余 金

その他利 
益剰余金 

 

繰越利益 
剰 余 金 

利益剰余金
合   計

自己株式
株主資本
合  計

そ  の  他
有 価 証 券
評価差額金

繰延ヘッジ
損   益

評価・換算 
差額等合計 

純 資 産
合  計

平成21年３月31日残高 16,748 28,168 △ 51 40,249 △1,042 0 △1,041 39,207

事業年度中の変動額   

固定資産圧縮 
積立金の取崩 

18 － －  －

剰余金の配当 △  676 △  676 △  676  △  676

当 期 純 利 益 543 543 543  543

自己株式の取得  △528 △  528  △  528

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変 動 額 （ 純 額 ） 

 1,717 △2 1,715 1,715

事業年度中の変動額合計 △  115 △  133 △528 △  662 1,717 △2 1,715 1,053

平成22年３月31日残高 16,633 28,035 △580 39,587 674 △1 673 40,261



 

－  － 
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個 別 注 記 表 
 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 

①満期保有目的の債券……………償却原価法（定額法） 

②子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法 

③その他有価証券 

時価のあるもの………………決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算

定） 

時価のないもの………………移動平均法による原価法 

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法 

通常の販売目的で保有するたな卸資産 

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。 

①仕掛品……………………………個別法 

②原材料……………………………総平均法 

③貯蔵品……………………………移動平均法 

 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）……定率法 

ただし、平成10年４月１日以降取得した建物（建物附属設備を

除く）については、定額法によっております。 

また、平成19年３月31日以前に取得した資産については、償却

可能限度額まで償却が終了した翌事業年度から５年間で均等償

却する方法によっております。 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）……定額法 

ただし、ソフトウエア（自社利用分）については、社内におけ

る利用可能期間（５年）による定額法によっております。 

(3) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31

日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。 



 

－  － 
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３．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金……………………売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま

す。 

(2) 賞与引当金……………………従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額基準に

よる相当額を計上しております。 

(3) 完成工事補償引当金…………完成工事高に係わる瑕疵担保等の費用並びに無償サービス費用

に備えるために、過去の経験率（国内工事と海外工事とは別途

に算定）に基づく一定の算定基準により引当計上するほか、特

定個別工事に対しては、必要額を見積り計上しております。 

(4) 工事損失引当金………………受注工事の損失に備えるため、当事業年度末の未引渡工事のう

ち、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積る

ことができる工事について、当該損失見込額を引当計上してお

ります。 

(5) 退職給付引当金………………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において

発生していると認められる額を計上しております。 

過去勤務債務については、その発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（14年）による定額法により按分

した額を費用処理しております。 

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（７年）による定額

法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度より費用処理

しております。 

（会計方針の変更） 

当事業年度より、「「退職給付に係る会計基準」の一部改正

（その３）」（企業会計基準第19号 平成20年７月31日）を

適用しております。 

なお、これによる損益に与える影響はありません。 

（追加情報） 

当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、平成22年３月に退職

一時金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行し、「退

職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適

用指針第１号）を適用しております。 

本移行に伴う影響額は、特別損失として43百万円計上してお

ります。 



 

－  － 
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(6) 役員退職慰労引当金…………           ────── 

（追加情報） 

当社は、役員退職慰労金制度を廃止することとし、平成21年

６月26日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度

廃止に伴う退職慰労金打ち切り支給議案が承認可決されまし

た。 

これにより「役員退職慰労引当金」を全額取崩し、打ち切り

支給額の未払分221百万円については固定負債「長期未払

金」に含めて表示しております。 

 

４．収益及び費用の計上基準 

完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

(1) 当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事 

………………工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法） 

(2) その他の工事………………工事完成基準 

（会計方針の変更） 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工期１年以上かつ請負金額３億円以上

の工事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しており

ましたが、当事業年度より、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成

19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

18号 平成19年12月27日）を適用し、当事業年度に着手した工事契約から、当事業年度末

までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の

進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しており

ます。 

これにより、従来の方法と比較して、売上高は2,534百万円増加し、営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益はそれぞれ358百万円増加しております。 

 

５．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理……………消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しており

ます。 

 



 

－  － 
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（貸借対照表に関する注記） 

１．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

 関係会社株式 25百万円 

 長 期 貸 付 金 210百万円 

 計 235百万円 

上記に対応する債務 

関係会社の金融機関からの借入金4,287百万円に対するものであります。 

 

２．有形固定資産の減価償却累計額 14,177百万円 

 

３．保証債務 

下記のとおり銀行及びその他借入金に対し債務保証を行っております。 

（関係会社） 

サンエコサーマル㈱ 1,128百万円 

月島環境エンジニアリング㈱ 150百万円 

 

（その他） 

 従業員（住宅資金） ７百万円 

 計 1,285百万円 

 

４．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 

短期金銭債権 1,072百万円 

短期金銭債務 3,362百万円 

長期金銭債権 210百万円 

 

（損益計算書に関する注記） 

関係会社との取引高 

営業取引による取引高 

売上高 978百万円 

仕入高 3,988百万円 

営業取引以外の取引高 424百万円 



 

－  － 
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（株主資本等変動計算書に関する注記） 

当事業年度の末日における自己株式の数 

普通株式 1,091,611株 

 

（税効果会計に関する注記） 

繰延税金資産の発生の主な原因は、退職給付引当金、完成工事補償引当金及び税務上の繰越欠損金

であり、繰延税金負債の発生の主な原因は、その他有価証券評価差額金及び固定資産圧縮積立金で

あります。 

 

（リースにより使用する固定資産に関する注記） 

貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機器、車両、ソフトウエア等の一部については、所有

権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。 

 
（関連当事者との取引に関する注記） 

子会社及び関連会社等 

種 類 会社等の名称
議決権等の所有
（被所有）割合 

関連当事者
と の 関 係

取引の内容 
取引金額 
（注４） 
(百万円) 

科目 
期末残高
（注４）
(百万円)

上下水道処理設備の運
転・保守管理並びに補
修工事委託(注１) 

1,473 
買掛金 
未払費用 

835
3

資金の受入（注２） 100 預り金 1,200
子会社 

月島テクノメン
テサービス㈱ 

所有 
直接100％ 

業務委託
役員兼任

利息の支払（注２） 4 － －

資金の受入（注２） △2,600 預り金 600
子会社 

月島環境エンジ
ニアリング㈱ 

所有 
直接100％ 

業務委託
役員兼任

利息の支払（注２） 1 － －

債務保証（注３） 1,128 － －
子会社 

サ ン エ コ
サーマル㈱

所有 
直接68.9％ 
間接31.1％ 

役員兼任
保証料の受入（注３） 5 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注１）一般取引と同様、市場価格に基づき、案件ごとに交渉のうえ決定しております。 

（注２）資金の受入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。「取引金

額」は年間の純増減額であります。 

（注３）サンエコサーマル㈱の金融機関等からの借入につき、債務保証を行なったものであり、年率

0.4％の保証料を受領しております。 

（注４）取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 



 

－  － 
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（１株当たり情報に関する注記） 

１．１株当たり純資産額 904円05銭 

２．１株当たり当期純利益 12円13銭 

 



 

－  － 
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連結計算書類に係る会計監査報告 

 独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書  

 平成22年５月17日 

 月 島 機 械 株 式 会 社  

 取 締 役 会 御 中  

 井 上 監 査 法 人  

 

代 表 社 員 
業務執行社員 

公認会計士 萱 嶋 秀 雄 

業務執行社員 公認会計士 林  映 男 
  

 

  当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、月島機械株式会社の平成
21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわ
ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表
について監査を行った。この連結計算書類の作成責任は経営者にあり、当監査法人
の責任は独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。 
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し
て監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽の表示が
ないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として
行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することを含んでい
る。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断
している。 
 
 当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠して、月島機械株式会社及び連結子会社から成る企業集
団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点におい
て適正に表示しているものと認める。 
 
追記情報 
 連結注記表の「連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注
記」３(4) の会計方針の変更に記載されているとおり、会社は当連結会計年度より
「工事契約に関する会計基準」及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」を適
用している。 
 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載
すべき利害関係はない。 

以 上

 



 

－  － 
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計算書類に係る会計監査報告 

 独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書  

 平成22年５月17日 

 月 島 機 械 株 式 会 社  

 取 締 役 会 御 中  

 井 上 監 査 法 人  

 

代 表 社 員 
業務執行社員 

公認会計士 萱 嶋 秀 雄 

業務執行社員 公認会計士 林  映 男 
  

 

  当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、月島機械株式会社
の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第148期事業年度の計算書類、す
なわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにそ
の附属明細書について監査を行った。この計算書類及びその附属明細書の作成責任
は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から計算書類及びその附属明細書
に対する意見を表明することにある。 
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し
て監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要
な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試
査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者
によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の
表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のた
めの合理的な基礎を得たと判断している。 
 
 当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公
正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書
に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
ものと認める。 
 
追記情報 
 個別注記表の「重要な会計方針に係る事項に関する注記」４の会計方針の変更に
記載されているとおり、会社は当事業年度より「工事契約に関する会計基準」及び
「工事契約に関する会計基準の適用指針」を適用している。 
 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載
すべき利害関係はない。 

以 上

 



 

－  － 
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監査役会の監査報告 

 監 査 報 告 書  

  
 当監査役会は、平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第148期事業年度
の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の
上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。 
 
１．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容 
 監査役会は、当期の監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実
施状況および結果について報告を受けるほか、取締役等および会計監査人からそ
の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 
 各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内
部監査室、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の
整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用
人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重
要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所において業務および財産の状
況を調査いたしました。また、取締役の職務の執行が法令および定款に適合する
ことを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要な
ものとして会社法施行規則第100条第１項および第３項に定める体制の整備に関
する取締役会決議の内容および当該決議に基づき整備されている体制（内部統制
システム）の状況を監視および検証いたしました。なお、財務報告に係わる内部
統制については、取締役等および井上監査法人から当該内部統制の評価および監
査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。事業報告に記載
されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針および同号ロの各取組み
については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について
検討を加えました。子会社については、子会社の取締役および監査役等と意思疎
通および情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書につい
て検討いたしました。 
 さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している
かを監視および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂
行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に
掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議
会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書および個別注記表）およびその附属明細書ならびに連結計
算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書および連
結注記表）について検討いたしました。 

 

 



 

－  － 
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２．監査の結果 

 

(1) 事業報告等の監査結果 

一 事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を

正しく示しているものと認めます。 

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する

重大な事実は認められません。 

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。

また、当該内部統制システムに関する取締役の職務の執行についても、財務

報告に係わる内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。 

四 事業報告に記載されている会社の財務および事業の方針の決定を支配する

者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められませ

ん。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号ロの各取組み

は、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主の共同の利益を損なうも

のではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではない

と認めます。 

 

(2) 計算書類およびその附属明細書の監査結果 

会計監査人井上監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。 

 

(3) 連結計算書類の監査結果 

会計監査人井上監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。 

 

   
 平成22年５月24日  
   

 月島機械株式会社 監査役会  

   

 

監 査 役 ( 常 勤 ) 秦 野 明 彦 

監 査 役 ( 常 勤 ) 髙 石 健 雄 

監 査 役 赤 松 俊 武 

監 査 役 武  信  征 四 郎 
  

 

  

 （注）監査役 髙石健雄、赤松俊武、武信征四郎は社外監査役であります。  

以 上 



 

－  － 
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メモ 
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株 主 メ モ 

● 事 業 年 度 ４月１日から翌年３月31日まで 

● 定 時 株 主 総 会 ６月に開催いたします。 

● 基 準 日 定時株主総会            ３月31日 

  期末配当金受領株主確定日      ３月31日 

  中間配当金受領株主確定日      ９月30日 

● 株主名簿管理人 

 特別口座 口座管理機関 
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

● 同 連 絡 先 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

  〒137－8081 

  東京都江東区東砂七丁目10番11号 

  TEL 0120-232-711（通話料無料） 

● 公 告 方 法 電子公告 http://www.tsk-g.co.jp 

  （ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による

公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたしま

す。） 

● 単 元 株 式 数 1,000株 

● 株 主 優 待 制 度 (1) 毎年３月末日最終の株主名簿に記録された1,000株以上ご所有

の株主に対し、10月中旬に一律に新米（新潟魚沼産こしひかり）

４㎏をご送付いたします。 

  (2) 毎年９月末日最終の株主名簿に記録された1,000株以上ご所有

の新規株主に対し、11月中旬に一律に新米（新潟魚沼産こしひか

り）４㎏をご送付いたします。 

● ホームページアドレス http://www.tsk-g.co.jp 

（ＩＲ情報では詳細な財務情報および決算短信を掲載しております。） 

 




